生産緑地地区指定申出書
	(申出年月日)
	(申出者住所)

	年　　月　　日
	

	(あて先)
	(申出者氏名)

	京 都 市 長  殿
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
電話（　　　）　　　－　　　　　


生産緑地法第３条第１項の規定による生産緑地地区の指定を受けたいので、必要な書類を添えて申し出るとともに同意します。
指定を受けようとする土地（該当箇所に○を付ける）
	所在地
	区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町　　　　番地

	地　目
	田・畑・山林・池沼・その他（　　　　）

	地　積
	　　　　　　㎡　


　上記の土地の生産緑地地区の指定について同意します。
	申出者（代表となる者）以外の所有権者及び所有権者以外の権利者の同意の欄

	権利の種類
	権利者の住所
	権利者の氏名
及び電話
	印

	権
	
	（電話　　　　　　　　　　　　）
	

	権
	
	（電話　　　　　　　　　　　　）
	

	権
	
	（電話　　　　　　　　　　　　）
	

	権
	
	（電話　　　　　　　　　　　　）
	


備　考
　１ 「申出者」の欄には、当該農地等の所有権を有する者の住所、氏名及び電話番号を記載すること。また、2名以上の土地所有者がいる場合は、代表となる者を記載すること。
　２　「所在地」の欄には、当該生産緑地の登記事項証明書（土地。以下同じ。）に登記された「所在及び地番」を記載し、当該生産緑地の位置図（縮尺1/2，500以上の地図等）と登記事項証明書（要約書は不可。）及び公図の写し（発行日から３箇月以内のもの。）を添付し、当該農地等の位置を朱書きで示すこと。
　３　「地目」については、当該生産緑地の登記事項証明書に登記された地目を田・畑等の該当するものに〇で囲うこと。その他に該当する場合は、登記事項証明書に記載されている地目を記載すること。
　４ 「地籍」の欄には、登記事項証明書に登記された地積を記載すること。ただし、当該農地等が土地区画整理事業区域内で仮換地として指定された土地にあっては、下段にかっこ書きで仮換地面積を記載するとともに、仮換地地籍証明書及び仮換地指定図を添付すること。
　５　当該農地等の一部を生産緑地地区に指定したい場合は、原則、土地の分筆登記後に申出を行うこと。
　６ 「申出者（代表となる者）以外の所有権者及び所有権者以外の権利者の同意の欄」については、当該農地等の登記事項証明書に登記されているすべての権利者の同意が必要であり、「権利の種類」、「権利者の住所」及び「権利者の氏名及び電話」を記載すること。なお、氏名は署名とし、印は実印による押印とする。また、権利者すべての印鑑登録証明書（発効日から３箇月以内のもの。）を添付すること。
　７　同意の必要な権利者とは以下のとおりとする。

・所有権を有する者
・対抗要件を備えた地上権もしくは貸借権又は登記した永小作権、先取特権、質権、抵当権を有する者
・上記の権利に対する仮登記、差押えの登記又は農地等に関する買戻し特約の登記名義人
８　指定を希望している土地に、税務署（財務省）の抵当権が設定されている場合については、京都市で必要な手続を行う。

（様式１）








